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牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
新
旧
対
照
条
文

○

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
条

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行

第
十
条

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行

う
。

う
。

一

家
畜
、
家
き
ん
及
び
み
つ
ば
ち
の
改
良
及
び
増
殖
並
び
に
飼
養
管
理
の

一

家
畜
、
家
き
ん
及
び
み
つ
ば
ち
の
改
良
及
び
増
殖
並
び
に
飼
養
管
理
の

改
善
を
行
う
こ
と
。

改
善
を
行
う
こ
と
。

二

種
畜
、
種
き
ん
、
種
卵
、
種
ば
ち
、
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
及
び
家
畜

二

種
畜
、
種
き
ん
、
種
卵
、
種
ば
ち
、
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
及
び
家
畜

受
精
卵
の
配
布
並
び
に
種
畜
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

受
精
卵
の
配
布
並
び
に
種
畜
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

三

飼
料
作
物
の
増
殖
に
必
要
な
種
苗
の
生
産
及
び
配
布
を
行
う
こ
と
。

三

飼
料
作
物
の
増
殖
に
必
要
な
種
苗
の
生
産
及
び
配
布
を
行
う
こ
と
。

四

飼
料
作
物
の
種
苗
の
検
査
を
行
う
こ
と
。

四

飼
料
作
物
の
種
苗
の
検
査
を
行
う
こ
と
。

五

前
各
号
の
業
務
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
、
講
習
並
び
に
指
導
を
行
う

五

前
各
号
の
業
務
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
、
講
習
並
び
に
指
導
を
行
う

こ
と
。

こ
と
。

六

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

六

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
。

２

セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
十
五
条

一

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
十
五
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
質
問
、
検
査
及
び
収
去

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
質
問
、
検
査
及
び
収
去

二

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の

二

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
集
取

規
定
に
よ
る
集
取

三

牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

号
）
第
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
事
務


